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－１－ 

令和３年第２回鳴沢村議会臨時会会議録 

令和３年８月１２日、鳴沢村議会臨時会は鳴沢村役場に招集された。 

１、応招議員 

   １番 三 浦 雄一郎     ２番 渡 辺 正 人 

   ３番 渡 辺 宗 司     ４番 土 屋 文 明 

   ５番 渡 辺 次 男     ６番 小 林 清 一 

   ７番 小 林 昭 一     ８番 渡 邊 明 雄 

   ９番 佐 藤 博 水    １０番 三 浦 直 樹 

２、不応招議員 

 なし。 

３、出席議員 

   １番 三 浦 雄一郎     ２番 渡 辺 正 人 

   ３番 渡 辺 宗 司     ４番 土 屋 文 明 

   ５番 渡 辺 次 男     ６番 小 林 清 一 

   ８番 渡 邊 明 雄     ９番 佐 藤 博 水 

  １０番 三 浦 直 樹 

４、欠席議員 

   ７番 小 林 昭 一 

５、地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席 

  した者の職氏名 

 村長 小林 優 教育長 渡邊伸一 

 総務課長 三浦寿得 税務課長 梶原 充 

 企画課長 渡邉英博 福祉保健課長 小林昭博 

 住民課長 小林昌信 教育課長 渡邉 積 

 会計管理者 渡邊安司 振興課長代理 渡辺栄一 

６、本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長 三浦進一 

 議会事務局書記 渡辺和彦 
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７、会議事件 

 承認第５号  令和３年度鳴沢村一般会計補正予算（第４号）を 

        定める専決処分につき承認を求める件 

 議案第３８号 デジタル庁設置法及びデジタル社会の形成を図る 

        ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う 

        関係条例の整備に関する条例を定める件 

 議案第３９号 村道路線の廃止の件 

 議案第４０号 建設工事請負契約締結の件 

８、本日の議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  諸般の報告 

 日程第３  会期の決定 

 日程第４  承認第５号  令和３年度鳴沢村一般会計補正予算 

              （第４号）を定める専決処分につき 

              承認を求める件 

 日程第５  議案第３８号 デジタル庁設置法及びデジタル社会 

              の形成を図るための関係法律の整備 

              に関する法律の施行に伴う関係条例 

              の整備に関する条例を定める件 

 日程第６  議案第３９号 村道路線の廃止の件 

 日程第７  議案第４０号 建設工事請負契約締結の件 
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◎議長挨拶 

議長（三浦直樹君） 令和３年第２回臨時会開会に先立ちご挨拶申

し上げます。 

  新型コロナウイルス第５波により全国で感染が拡大し、山梨県

知事より８月２２日まで不要不急の外出や移動の自粛といった

臨時特別協力要請が出されています。鳴沢村においても複数の

感染者が確認されています。速やかなワクチン接種が行われる

ことを期待したいと思います。 

  そうしたさなかではありますが、緊急を要する議案が提出され

ておりますので、臨時会を招集させていただきました。皆様で

慎重審議いただきますようお願いいたしまして、挨拶といたし

ます。 

  なお、上着の着用は自由にお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

開会 午後４時００分 

議長（三浦直樹君） ただいまから、令和３年第２回鳴沢村議会臨

時会を開会いたします。 

  ここで、欠席議員の報告をいたします。 

  小林昭一議員から、本会議への欠席届が提出されております。 

  ただいま出席議員は９名で、定足数に達しておりますので、地

方自治法第１１３条の規定により会議は成立します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎村長挨拶 

議長（三浦直樹君） ここで、村長より本臨時会招集に際しての挨

拶を受けます。鳴沢村長 小林 優君。 

村長（小林 優君） 議員の皆様には何かとお忙しい折、ご参会い

ただきましてありがとうございます。 
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  令和３年第２回臨時議会開会に当たりまして一言ご挨拶を申し

上げます。 

  先ほど議長さんからも申されましたようにコロナが県内でも大

変多くなっております。 

  そんな中ではありますが、東京オリンピックも終わり、無観客

の中でも日本選手が頑張って多くのメダルを獲得いたしました。

選手やコーチ、多くの関係者の皆様にお疲れさまでしたと、ま

たご慰労を申し上げさせていただきます。 

  さて、村でもコロナ禍の中、中止せざるを得ない事業など出て

おりますが、議会や村民の皆様のご理解とご協力をお願いいた

します。 

  また、先ほど議長さんも申されましたが、６４歳以下で平成１

５年４月１日誕生日までの方のコロナワクチン接種を、お盆過

ぎから村の体育館で行う予定となっております。多くの方に接

種をお願いしたいと思っております。 

  本日の臨時議会の提出案件は、承認１件、条例を定める件１件、

村道廃止１件、建設請負契約の締結の件１件を予定しておりま

す。慎重審議の上、可決くださいますようお願い申し上げまし

て、臨時会開会に当たっての挨拶とさせていただきます。 

  どうかよろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（三浦直樹君） これより日程に入ります。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであり

ます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（三浦直樹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本日の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、
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渡邊明雄君、佐藤博水君を指名いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 諸般の報告 

議長（三浦直樹君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  初めに、地方自治法第１２１条の規定により、村長及び教育長

に対し、説明員の出席要求を行ったところ、お手元に配布した

とおり説明員の報告がありましたのでご了承願います。 

  次に、本日、議会運営委員会が開催されておりますので、その

報告を求めます。議会運営委員長 渡邊明雄君。 

議会運営委員長（渡邊明雄君） 議会運営委員会開催の報告をさせ

ていただきます。 

  本日、午後３時１５分より、議員控室において議会運営委員会

を開催いたしました。 

  委員全員と議長、説明のために総務課長、職務のために議会事

務局長及び書記の出席がありました。 

  決定された事項については、次の３項目です。 

  １、会期は本日１日間とし、詳細は配布済みの会期日程表のと

おりとすること。 

  ２、議案の委員会付託は配布済みの議案付託表のとおりとする

こと。 

  ３、臨時会の開催に当たっては、配布済みの案のとおり、新型

コロナウイルス感染症予防対策を講ずること。 

  以上であります。 

  以上で本日開催しました議会運営委員会の報告を終了いたしま

す。 

議長（三浦直樹君） 以上で諸般の報告を終わります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 会期の決定 
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議長（三浦直樹君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会

期は、本日１日間と決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 承認第５号 令和３年度鳴沢村一般会計補正予 

            算（第４号）を定める専決処分に 

            つき承認を求める件 

議長（三浦直樹君） 日程第４、承認第５号令和３年度鳴沢村一般

会計補正予算（第４号）を定める専決処分につき承認を求める

件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。鳴沢村長

 小林 優君。 

村長（小林 優君） 承認第５号令和３年度鳴沢村一般会計補正予

算（第４号）を定める専決処分につき承認を求める件について、

提案理由をご説明申し上げます。 

  処分事項は、専決第５号令和３年度鳴沢村一般会計補正予算

（第４号）で、緊急を要するものとして、一般会計予算に２２

５万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２１億３，

１８１万３，０００円としたものであります。 

  歳出の内容につきましては、子育て世帯生活支援特別給付金支

給事業２２５万９，０００円で、早急に対応しなければならな

いものとして計上しております。 

  事業実施に係る財源として、全額、国庫支出金を見込んでおり

ます。 



－７－ 

  速やかに事業を執行する必要があったため、６月３０日に地方

自治法第１７９条第１項の規定により専決処分を行ったことに

ついて、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるもので

あります。 

  詳細につきましては、住民課長より説明いたします。 

議長（三浦直樹君） 住民課長。 

住民課長（小林昌信君） それでは、承認第５号の詳細について説

明させていただきます。 

  予算要求書の４ページをご覧ください。 

  内容については、ひとり親世帯を除く、令和３年度住民税均等

割が非課税相当の低所得の子育て世帯に対して、児童１人当た

り５万円の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行うもので

あります。 

  ５ページをご覧ください。 

  費用の内訳ですが郵便料９，０００円、子育て世帯生活支援特

別給付金が５万円掛ける４５人で２２５万円となっており、財

源は全額が国庫支出金を見込んでおります。 

  なお、この補正については、支給要件の詳細が示されたのが６

月であったため、６月議会に費用算定が間に合わず、また、国

から支給を急ぐよう指示があったため専決処分としたものであ

ります。 

  以上で、承認第５号についての詳細説明を終わります。 

議長（三浦直樹君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。８番 渡邊明

雄君。 

８番（渡邊明雄君） ただいま説明がありましたが、ひとり親世帯

を除くの意味はどういうことですか。 

議長（三浦直樹君） 住民課長。 
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住民課長（小林昌信君） ひとり親世帯を除くというものがありま

すが、ひとり親世帯につきましては、山梨県から支給すること

となっております。山梨県で支給が漏れたものに対して支給を

するということになっておりますが、当初、国のほうで示され

たものがひとり親世帯の低所得者に対しての支給でした。それ

が、途中で２人親の低所得世帯にも支給されるということにな

りまして、こちらのほうを村で支給するようなことになりまし

たので、補正予算で対応させていただきました。 

議長（三浦直樹君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 以上で質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 討論なしと認めます。 

  これより、承認第５号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり承認されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第５ 議案第３８号 デジタル庁設置法及びデジタル 



－９－ 

             社会の形成を図るための関係法 

             律の整備に関する法律の施行に 

             伴う関係条例の整備に関する条 

             例を定める件 

議長（三浦直樹君） 日程第５、議案第３８号デジタル庁設置法及

びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を定める件を議題

といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

総務課長（三浦寿得君） 議案第３８号デジタル庁設置法及びデジ

タル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例を定める件について、提

案理由をご説明申し上げます。 

  本議案につきましては、デジタル庁設置法及びデジタル社会の

形成を図るための関係法律の整備に関する法律、以下「整備法」

といいます、第５５条により、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律、以下「番号利用法」

といいます、が改正され、個人番号カードの発行・運営体制の

抜本的強化、個人番号を活用した情報連携・特定個人情報の提

供範囲の拡大等に関する改正が行われたことに伴い、所要の改

正を行うものであります。 

  まず初めに、１ページの第１条をご覧ください。 

  鳴沢村個人情報保護条例の一部改正になります。 

  改正内容としましては、デジタル庁設置法附則第４１条により

番号利用法について所要の改正が行われ、情報提供ネットワー

クシステムの所管がデジタル庁に変更されることにより、「総

務大臣」を「内閣総理大臣」に改めるものであります。また、

整備法第５５条に基づき、条ずれを改めるものであります。 
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  次に、鳴沢村行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部改正になります。 

  ２ページの第２条をご覧ください。 

  番号利用法第１９条第４号の追加に伴い、改正前の同号以降の

号名を改めるものであります。 

  最後に、３ページの第３条をご覧ください。 

  鳴沢村手数料徴収条例の一部改正になります。 

  改正内容としましては、番号利用法において、個人番号カード

の発行主体が地方公共団体情報システム機構であることが明確

化されるとともに、同機構が再交付手数料を徴収する主体とな

り、市町村は同機構の委託を受けて再交付手数料を徴収するこ

とになります。したがって、同機構との委託契約を根拠に徴収

することになるため、手数料条例等の規定は不要となることか

ら改めるものであります。 

  なお、附則として、施行期日は令和３年９月１日とするもので

あります。 

  以上で議案第３８号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦直樹君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 



－１１－ 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第３８号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第６ 議案第３９号 村道路線の廃止の件 

議長（三浦直樹君） 日程第６、議案第３９号村道路線の廃止の件

を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。振興課長

代理 渡辺栄一君。 

振興課長代理（渡辺栄一君） 議案第３９号村道路線の廃止の件に

ついて、提案理由をご説明申し上げます。 

  県が行う急傾斜地崩壊対策事業における重力式擁壁設置箇所と

なる村道７８０号線の一部を事業用地として県へ寄附する必要

があるため、道路法第１０条第１項の規定に基づき、村道の廃

止を行います。また、同法第１０条第３項の規定に基づき、議

会の議決を求める必要があるため提案するものです。 

  議案の１ページをご覧ください。 

  廃止は村道７８０号線の１路線です。 

  詳細については、お配りしてあります議案第３９号の参考資料

をご覧ください。 

  参考資料の１ページが村道７８０号線の廃止の事由、延長、面

積の詳細で、２ページが位置図、３ページが実測図、４、５ペ
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ージが現地写真となります。 

  村道７８０号線の一部が事業用地として県へ寄附する必要があ

るため、村道７８０号線全体を廃止し、事業用地部分は法定外

公共物の用途廃止を行い、普通財産にした後、県へ寄附を行い

ます。事業用地以外の部分は法定外公共物として村が管理を行

います。 

  以上について、道路法第１０条第３項の規定に基づき、議会の

議決を求めるものであります。 

  以上で議案第３９号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦直樹君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第３９号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第７ 議案第４０号 建設工事請負契約締結の件 

議長（三浦直樹君） 日程第７、議案第４０号建設工事請負契約締

結の件を議題といたします。 

  議案の朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。

企画課長。 

企画課長（渡邉英博君） 議案第４０号の建設工事請負契約締結の

件について、ご説明申し上げます。 

  道の駅なるさわにある合併処理浄化槽は、平成７年に３７０人

槽で設置されました。建設当初は道の駅という施設が一般に認

知されておらず、集客についても簡易的なサービスエリア程度

の考えでありましたが、コロナ禍前には年間約７０万人の観光

客が訪れる施設となっております。 

  当初の想定を大幅に超える利用があり、毎年浄化槽の維持管理

を実施してきましたが、浄化槽周辺には悪臭がするなどしてい

ます。 

  また、当該施設は、村の地域防災計画では指定避難場所となっ

ており、災害時には観光客など大勢の方の利用が想定されます

が、今の容量では処理能力を超えることによる故障が危惧され

ます。 

  これらのことから、社会資本整備総合交付金を活用し、災害時

にも対応できるよう６１０人槽の合併処理浄化槽を設置するも

のであります。 

  令和３年８月２日に実施した指名競争入札の結果、株式会社梶

原工業所と９，２４０万円で契約を締結するものであります。 

  この契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分の範囲を定める条例第２条の規定により議会の議決を必要と

するものであります。 
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  以上で、議案第４０号の提案理由の説明を終わります。 

議長（三浦直樹君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  この際、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、これを省略す

ることに決定しました。 

  これから討論に入ります。 

  まず、原案に反対者の発言を許します。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第４０号を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案の

とおり決定しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

議長（三浦直樹君） 以上で本臨時会に付議された案件の審議は全

て終了しました。 

  お諮りいたします。 

  会議規則第４１条の規定による整理を、議長に委任されたいと

思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（三浦直樹君） 異議なしと認めます。よって、本臨時会に付
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議された事件は、その整理を議長に委任することに決定しまし

た。 

  これにて令和３年第２回鳴沢村議会臨時会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後４時２３分 
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